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◆◆＜＜２２００２２３３年年度度のの主主なな変変更更点点＞＞◆◆  

変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

II.契約に関する事

務手続 

２．実施計画書の作

成 

ウ．企業の場合 

＜図中引出注＞ 

 

P.35 補助員費は、雇用契約等に定める単価

と 13,600 円/日（交通費込）のうち低い

方の単価としてください。 

P.35 補助員費は、健保等級を有する場合は健保等

級単価（時間単価）を適用してください。健保

等級を適用しない場合は雇用契約等に定める

単価と 14,000 円/日（交通費込）のうち低い方

の単価としてください。 

 

II.契約に関する事

務手続 

６．業務委託費積算

基準（大学等用） 

第２ 

 

P.42 ＜追加＞ P.42 ３ 委託期間中に発生した再委託費・共同実

施費であって、委託業務実績報告書または委

託業務中間実績報告書を乙が甲に提出する

前までに、乙が再委託先・共同実施先に対し

支払いを完了したもの。 

II.契約に関する事

務手続 

７．業務委託費積算

基準（国立研究開

発法人等用） 

第２ 

 

P.46 ＜追加＞ P.46 ３ 委託期間中に発生した再委託費・共同実

施費であって、委託業務実績報告書または委

託業務中間実績報告書を乙が甲に提出する

前までに、乙が再委託先・共同実施先に対し

支払いを完了したもの。 

Ⅲ. 契約変更に関

する事務手続 

１．契約変更の種別 

 

P.48 ・変更契約の締結 

①契約金額を変更する時（最終事業年

度の限度額を減じる場合、消費税率の変

更に伴う契約金額変更の場合を除く） 

 

 

・変更承認 

⑤複数年度契約において、後倒し実施

により、当該事業年度の限度額残を翌事

業年度の限度額に繰延する時および最

終事業年度の限度額を減じる時 

 

⑥＜追加＞ 

 

P.48 ・変更契約の締結 

① 契約金額を変更する時 （最終事業年度

の限度額を減じる場合、ＮＥＤＯ中長期計画※

における最終年度に係る限度額を減じる場合

及び消費税率の変更に伴う契約金額変更の

場合であって、ＮＥＤＯが指示する時を除く） 

 

・変更承認 

⑤ 複数年度契約において、後倒し実施により

当該事業年度の限度額残を翌事業年度の限

度額に繰延する時 

 

⑥ 最終事業年度及びＮＥＤＯ中長期計画に

おける最終年度に係る限度額を減じる場合で

ＮＥＤＯが指示する時 

Ⅳ．経理処理につ

いて 

２．経費計上の注意

点 

＜複数年度契約に

おける中間年度末

（３月分）の経費計

上 整理表＞ 

 

Ｐ.63 ＜追加＞ Ｐ.63 Ⅲ．再委託費・共同実施費 

※Ⅲ．再委託費・共同実施費の支払は４／１か

ら委託先がＮＥＤＯへ中間実績報告書を提出

する前までです。 

Ⅳ．経理処理につ

いて 

３．経理処理にあた

っての注意点 

（５）委託業務の遂

行により生じる副生

物について 

 

Ｐ.67 委託業務を遂行する中で、電気、熱・冷

熱、液化油、化学製品、金属等の有価物

が副生物として発生する場合、①委託先

からＮＥＤＯへの申出、②ＮＥＤＯから委

託先へ副生物の処分方法の指示、③委

託先からＮＥＤＯへ処分後の報告、（略） 

Ｐ.67 委託業務を遂行する中で、電気、熱・冷熱、液

化油、化学製品、金属等の有価物が副生物と

して発生する場合、①委託先からＮＥＤＯへの

申出（書式Ⅳ－１（Ｐ．７２））、②ＮＥＤＯから委

託先へ副生物の処分方法の指示、③委託先

からＮＥＤＯへ処分後の報告（書式Ⅳ－２（Ｐ．

７３））、（略） 
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＜＜書書式式参参考考例例一一覧覧＞＞  

 

 

書式Ⅲ－１ 委託業務実施計画変更（申請・届出）書 ········································································································· ５５ 

書式Ⅲ－２ （委託・共同研究）業務実施計画変更申請の承認について ······································································ ５６ 

書式Ⅲ－３ 業務委託変更契約書 ··········································································································································· ５７ 

書式Ⅲ－４ 権利義務承継承認申請書 ·································································································································· ５８ 

書式Ⅲ－５ 権利義務承継同意書 ··········································································································································· ５９ 

書式Ⅲ－６ 代表者等の変更通知書 ······································································································································· ６０ 

 

書式Ⅳ－１ 副生物の申出書 ···················································································································································· ７２ 

書式Ⅳ－２ 副生物の処分報告書 ··········································································································································· ７３ 

書式Ⅳ－３ 選定理由書 ····························································································································································· ７４ 

 

書式Ⅴ－１ 合算購入調書 ························································································································································· ７８ 

 

書式Ⅵ－１ 委託業務従事日誌 ················································································································································ ９４ 

書式Ⅵ－２ 自発的な研究活動等従事状況管理表 ············································································································ ９６ 

書式Ⅵ－３ 専従証明書 ····························································································································································· ９７ 

書式Ⅵ－４ エフォート証明書 ··················································································································································· ９８ 

書式Ⅵ－５ 委託業務従事月報 ················································································································································ ９９ 

書式Ⅵ－６ 人件費算定表 ······················································································································································ １００ 

書式Ⅵ－７ 労務費積算書 ······················································································································································ １０１ 

 

書式Ⅷ－１ 専用使用証明書 ················································································································································· １１４ 

 

書式Ⅸ－１ 間接経費率確認書 ············································································································································· １２０ 

 

書式Ⅹ－１ 決算報告書 ·························································································································································· １２４ 

書式Ⅹ－２ 収支決算書 ·························································································································································· １２５ 

 

書式ⅩⅠ－１ 委託業務（実績・中間実績）報告書 ··············································································································· １３１ 

書式ⅩⅠ－２ 自主点検リスト ······················································································································································ １３４ 

書式ⅩⅠ－３ 月別項目別明細表 ············································································································································· １４２ 

書式ⅩⅠ－４ 支出簿 ··································································································································································· １４３ 

書式ⅩⅠ－５ NEDO 事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票・情報取扱者名簿及び情報管理体制図 ···· １４６ 

 

 

書式ⅩⅡ－１ 支払請求書（運営費交付金を財源とする事業用） ····················································································· １５３ 

書式ⅩⅡ－２ 支払請求書（国庫補助金を財源とする事業用） ························································································· １５７ 

書式ⅩⅡ－３ 振込指定口座番号登録申請書 ······················································································································ １５８ 

書式ⅩⅡ－４ 事業進捗状況報告書 ········································································································································ １５９ 
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変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

Ⅵ. 人件費・謝金に

ついて 

２．研究員の区分 

（２）委託期間の半

年以上継続して申

告したエフォートに

て当該ＮＥＤＯ事業

に従事する研究員

＜エフォート専従者

＞ 

② 

P.82 ② 次のような研究員は、エフォート専従

者としては登録できません。 

ア．複数のＮＥＤＯ事業に従事している

研究員で、他事業では「エフォート専従

者」として登録していない場合 

（略） 

エ．エフォート 100％で、期間中に他業務

にも兼任・従事する場合 

例１：法人内業務、あるいはＮＥＤＯ以外

の者からの受託業務と混在して従事して

いる場合 

例２：ＮＥＤＯからの複数のプロジェクトに

またがって従事している場合 

P.84 ② 次のような研究員は、エフォート専従者とし

ては登録できません。 

ア．複数のＮＥＤＯ事業に従事している研究員

で、他のＮＥＤＯ事業では時間単価適用者

（□）あるいは学生研究員（d）として登録してい

る場合 

（略） 

また、次の場合、エフォート 100%（複数ＮＥＤＯ

事業合計の場合も含む）のエフォート専従者と

して登録することはできません。 

期間中に他業務にも兼務・従事する場合 

例１：法人内業務、あるいはＮＥＤＯ以外の者

からの受託業務と混在して従事する場合 

例２：複数のＮＥＤＯ事業に従事し、他のＮＥＤ

Ｏ事業では人件費非計上者（▽）の場合 

 

Ⅵ. 人件費・謝金に

ついて 

２．研究員の区分 

（２）委託期間の半

年以上継続して申

告したエフォートに

て当該ＮＥＤＯ事業

に従事する研究員

＜エフォート専従者

＞ 

 

P.83 ⑥専従期間中に「エフォート専従」でなく

なる事由が発生した場合、当該研究員が

委託業務に従事した期間の労務費は請

求できません。ただし、以下の場合はこ

の限りではありません。 

P.85 ⑥ 申告した専従期間中に｢エフォート専従｣で

なくなる事由が発生し研究員区分を変更する

場合は事前に実施計画変更届出を提出してく

ださい。なおエフォート専従期間が継続した半

年に満たない場合は、当該研究員のエフォー

ト専従期間の労務費は請求できません。ただ

し、以下の場合はこの限りでは有りません。 

Ⅵ. 人件費・謝金に

ついて 

 

P.99 書式 VI-7 

労務費積算書 

P.101 ＜変更＞ 

Ⅶ. 旅費について 

１．旅費＜基本的な

考え方＞ 

 

P.102 「研究員」、研究員に随行する「補助員」

および「外部依頼した専門家」が、（略） 

P.104 「研究員」、研究員に随行する「補助員」および

「外部依頼した有識者（専門家）」が、（略） 

Ⅷ . その他経費に

ついて 

１．外注費 

P.106 （２）外注費によるソフトウェアの計上は、

物品費（Ｐ．７４）を参照してください。 

P.108 （２）外注費によるソフトウェアの計上は、物品

費（Ｐ．７６）を参照してください。なお、研究開

発要素を含むものは外注できませんので、（１）

のとおり発注先を再委託先に追加してくださ

い。 

 

Ⅷ . その他経費に

ついて 

６．その他（諸経費） 

(４) 特許出願等に

係る費用 

 

P.110 ①（略） 

＜追加＞ 

 

（略） 

 

③以下の経費は対象外になります。 

（略） 

イ．登録研究員や自社雇用の弁理士が

出願のために要した労務費 

 

P.112 ①（略） 

ウ．発明者である登録研究員が明細書等の作

成のために要した労務費 

（略） 

 

③以下の経費は対象外になります。 

（略） 

イ．自社雇用の弁理士が出願のために要した

労務費 
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変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

Ⅳ．経理処理につ

いて 

５．外注・物品等の

調達を行う場合 

P.７0 １契約が２００万円以上（消費税込）の機

種または業者を選定して発注する必要が

ある場合は、「選定理由書」書式Ⅳ－１

（Ｐ．７３）により当該機種を選定した理由

や相見積を行わない理由を明確にし、価

格の妥当性についても説明してくださ

い。 

① 機種を選定する場合には、同等品、

類似品との性能比較を行った結果、当該

機種を選定した理由を具体的に説明し

てください。当該機種を複数の業者から

調達が可能な場合は、相見積も実施して

ください。 

② 業者を選定する場合には、選定理由

を具体的に説明してください。代理店が

１社に特定されている場合は、必ず代理

店証明書が必要です。 

P.７0 １契約が２００万円以上（消費税込）の機種また

は業者を選定して発注する必要がある場合

は、「選定理由書」書式Ⅳ－３（Ｐ．７４）により当

該機種を選定した理由または当該業者を選定

し相見積を行わない理由を明確にし、価格の

妥当性についても説明してください。なお、社

内規程等で定めた自社様式を用いる場合で

も、書式Ⅳ－３に相当する内容（選定対象・選

定理由等）の確認がとれない場合は対象事項

の追記を求めることがあります。 

①機種を選定する場合には、同等品、類似品

との性能比較を行った結果、当該機種を選定

した理由を具体的に説明してください。当該機

種が 1 契約２００万円以上（消費税込）であり、

複数の業者から調達が可能な場合は、相見積

も実施してください。なお、特定の業者からの

み調達が可能で相見積を実施しない場合は

②の対応も必要です。 

②業者を選定する場合には、選定理由を具体

的に説明してください。代理店が１社に特定さ

れている場合は、必ず代理店証明書が必要で

す。なお、特定の機種を選定して調達する場

合は①の対応も必要です。 

 

Ⅳ．経理処理につ

いて 

書式 

 

 ＜追加＞ P.72 

P.73 

書式 IV-1 副生物の申出書 

書式 IV-2 副生物の処分報告書 

Ⅳ．経理処理につ

いて 

書式 

 

Ｐ.72 書式 IV-1 

選定理由書 

P.74 書式 IV-3 

選定理由書 

Ⅴ．物品費につい

て 

（１）設備備品費② 

 

Ｐ.74 ＜追加＞ Ｐ.76 なお、装置の修理、保守に係る外注について

は P.108 も参照してください。 

Ⅴ．物品費につい

て 

（１）設備備品費 

④設備備品費の留

意点 

イ） 

 

Ｐ.74 ③ 単独で動作するもので、外注したも

の 

Ｐ.76 ③ 単独で動作するもので、研究開発要素を

含まないものであり、外注したもの 
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変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

Ⅵ. 人件費・謝金に

ついて 

２．研究員の区分 

（２）委託期間の半

年以上継続して申

告したエフォートに

て当該ＮＥＤＯ事業

に従事する研究員

＜エフォート専従者

＞ 

② 

P.82 ② 次のような研究員は、エフォート専従

者としては登録できません。 

ア．複数のＮＥＤＯ事業に従事している

研究員で、他事業では「エフォート専従

者」として登録していない場合 

（略） 

エ．エフォート 100％で、期間中に他業務

にも兼任・従事する場合 

例１：法人内業務、あるいはＮＥＤＯ以外

の者からの受託業務と混在して従事して

いる場合 

例２：ＮＥＤＯからの複数のプロジェクトに

またがって従事している場合 

P.84 ② 次のような研究員は、エフォート専従者とし

ては登録できません。 

ア．複数のＮＥＤＯ事業に従事している研究員

で、他のＮＥＤＯ事業では時間単価適用者

（□）あるいは学生研究員（d）として登録してい

る場合 

（略） 

また、次の場合、エフォート 100%（複数ＮＥＤＯ

事業合計の場合も含む）のエフォート専従者と

して登録することはできません。 

期間中に他業務にも兼務・従事する場合 

例１：法人内業務、あるいはＮＥＤＯ以外の者

からの受託業務と混在して従事する場合 

例２：複数のＮＥＤＯ事業に従事し、他のＮＥＤ

Ｏ事業では人件費非計上者（▽）の場合 

 

Ⅵ. 人件費・謝金に

ついて 

２．研究員の区分 

（２）委託期間の半

年以上継続して申

告したエフォートに

て当該ＮＥＤＯ事業

に従事する研究員

＜エフォート専従者

＞ 

 

P.83 ⑥専従期間中に「エフォート専従」でなく

なる事由が発生した場合、当該研究員が

委託業務に従事した期間の労務費は請

求できません。ただし、以下の場合はこ

の限りではありません。 

P.85 ⑥ 申告した専従期間中に｢エフォート専従｣で

なくなる事由が発生し研究員区分を変更する

場合は事前に実施計画変更届出を提出してく

ださい。なおエフォート専従期間が継続した半

年に満たない場合は、当該研究員のエフォー

ト専従期間の労務費は請求できません。ただ

し、以下の場合はこの限りでは有りません。 

Ⅵ. 人件費・謝金に

ついて 

 

P.99 書式 VI-7 

労務費積算書 

P.101 ＜変更＞ 

Ⅶ. 旅費について 

１．旅費＜基本的な

考え方＞ 

 

P.102 「研究員」、研究員に随行する「補助員」

および「外部依頼した専門家」が、（略） 

P.104 「研究員」、研究員に随行する「補助員」および

「外部依頼した有識者（専門家）」が、（略） 

Ⅷ . その他経費に

ついて 

１．外注費 

P.106 （２）外注費によるソフトウェアの計上は、

物品費（Ｐ．７４）を参照してください。 

P.108 （２）外注費によるソフトウェアの計上は、物品

費（Ｐ．７６）を参照してください。なお、研究開

発要素を含むものは外注できませんので、（１）

のとおり発注先を再委託先に追加してくださ

い。 

 

Ⅷ . その他経費に

ついて 

６．その他（諸経費） 

(４) 特許出願等に

係る費用 

 

P.110 ①（略） 

＜追加＞ 

 

（略） 

 

③以下の経費は対象外になります。 

（略） 

イ．登録研究員や自社雇用の弁理士が

出願のために要した労務費 

 

P.112 ①（略） 

ウ．発明者である登録研究員が明細書等の作

成のために要した労務費 

（略） 

 

③以下の経費は対象外になります。 

（略） 

イ．自社雇用の弁理士が出願のために要した

労務費 
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変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

Ⅳ．経理処理につ

いて 

５．外注・物品等の

調達を行う場合 

P.７0 １契約が２００万円以上（消費税込）の機

種または業者を選定して発注する必要が

ある場合は、「選定理由書」書式Ⅳ－１

（Ｐ．７３）により当該機種を選定した理由

や相見積を行わない理由を明確にし、価

格の妥当性についても説明してくださ

い。 

① 機種を選定する場合には、同等品、

類似品との性能比較を行った結果、当該

機種を選定した理由を具体的に説明し

てください。当該機種を複数の業者から

調達が可能な場合は、相見積も実施して

ください。 

② 業者を選定する場合には、選定理由

を具体的に説明してください。代理店が

１社に特定されている場合は、必ず代理

店証明書が必要です。 

P.７0 １契約が２００万円以上（消費税込）の機種また

は業者を選定して発注する必要がある場合

は、「選定理由書」書式Ⅳ－３（Ｐ．７４）により当

該機種を選定した理由または当該業者を選定

し相見積を行わない理由を明確にし、価格の

妥当性についても説明してください。なお、社

内規程等で定めた自社様式を用いる場合で

も、書式Ⅳ－３に相当する内容（選定対象・選

定理由等）の確認がとれない場合は対象事項

の追記を求めることがあります。 

①機種を選定する場合には、同等品、類似品

との性能比較を行った結果、当該機種を選定

した理由を具体的に説明してください。当該機

種が 1 契約２００万円以上（消費税込）であり、

複数の業者から調達が可能な場合は、相見積

も実施してください。なお、特定の業者からの

み調達が可能で相見積を実施しない場合は

②の対応も必要です。 

②業者を選定する場合には、選定理由を具体

的に説明してください。代理店が１社に特定さ

れている場合は、必ず代理店証明書が必要で

す。なお、特定の機種を選定して調達する場

合は①の対応も必要です。 

 

Ⅳ．経理処理につ

いて 

書式 

 

 ＜追加＞ P.72 

P.73 

書式 IV-1 副生物の申出書 

書式 IV-2 副生物の処分報告書 

Ⅳ．経理処理につ

いて 

書式 

 

Ｐ.72 書式 IV-1 

選定理由書 

P.74 書式 IV-3 

選定理由書 

Ⅴ．物品費につい

て 

（１）設備備品費② 

 

Ｐ.74 ＜追加＞ Ｐ.76 なお、装置の修理、保守に係る外注について

は P.108 も参照してください。 

Ⅴ．物品費につい

て 

（１）設備備品費 

④設備備品費の留

意点 

イ） 

 

Ｐ.74 ③ 単独で動作するもので、外注したも

の 

Ｐ.76 ③ 単独で動作するもので、研究開発要素を

含まないものであり、外注したもの 
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変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（３）運営費交付金

を財源とする事業の

手続き 

P.148 ②（略）。また、概算払計画（または概算

払申込書）の提出の際には、プロジェクト

担当部の求めに応じて執行状況および

必要額の報告もあわせて行ってくださ

い。 

③（略）、不必要に過大な請求とならない

よう概算払申込・請求をしてください。 

④（略）。資金需要に応じて、概算払申込

み時にプロジェクト担当部と協議した上

で、上限値を超過することも可能です。 

 

P.150 ②（略）。また、概算払の請求の際には、プロジ

ェクト担当部の求めに応じて執行状況の報告

もあわせて行ってください。 

 

 

③（略）、不必要に過大な請求とならないよう概

算払の請求をしてください。 

 

④（略）。資金需要に応じて、概算払請求前に

プロジェクト担当部と協議した上で、上限値を

超過することも可能です。 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（３）運営費交付金

を財源とする事業の

手続き 

P.148 ⑤各支払月の前月下旬（第１回であれば

４月下旬）までに、ＰＭＳにて「概算払計

画」（または「概算払申込書」）を提出して

ください。申込額をＮＥＤＯの資金計画に

反映します。 

 ＜削除＞ 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（４）補助金を財源と

する事業の手続き 

P.149 ③支払時期の 2 カ月前迄に、「概算払計

画書」（または「概算払申込書」）を提出し

てください。 

 ＜削除＞ 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

４．支払請求書提出

の際の留意点 

 

P.150 （１）第１回目請求時までに「振込指定口

座番号登録申請書」を提出してください。 

P.152 （１）当該事業の初回請求時までに「振込指定

口座番号登録申請書」を提出してください。 

ⅩⅢ. 研究開発資

産・知的財産権に

ついて 

１．研究開発資産の

取り扱い 

 

P.160 ※所有権がＮＥＤＯに帰属するものの例 

 ・ＮＥＤＯ委託業務で企業等が取得した

資産（大学に設置されているものを含

む）。 

P.162 ※所有権がＮＥＤＯに帰属するものの例 

 ・ＮＥＤＯ委託業務で企業等が取得した資産

（大学に設置されているものを含む）。  

  委託／補助・助成 業務 Ｑ＆Ａ Ｑ１１－７

を参照ください。 

ⅩⅢ. 研究開発資

産・知的財産権に

ついて 

３．知的財産権につ

いて（２）移転または

専用実施権設定・

移転の承諾の際の

事前承認 

 

P.162 ＜追加＞ P.164 また、当該知的財産権について専用実施権等

の設定又は移転の承諾をする場合にも、以下

の場合を除き、事前にＮＥＤＯの承認が必要に

なります。（約款第３１条の３第２項）。 

 

ⅩⅢ. 研究開発資

産・知的財産権に

ついて 

３．知的財産権につ

いて 

 

P.163 （７）ＰＭＳ知財機能の利用方法 

（略）（（ i）知的財産権帰属届出書のみ

「業務の流れ」のアイコンから提出しま

す）。 

 

P.165 （７）ＰＭＳ知財機能の利用方法 

（略）（（i）知的財産権帰属届出書のみ「文書一

覧」のアイコンから提出します）。 

 

ⅩⅢ. 研究開発資

産・知的財産権に

ついて 

７．知的財産権につ

いて 

 

P.164 ＜知的財産権の取得等に関する報告一

覧＞ 

ＮＥＤＯと委託先が協議の上ＮＥＤＯが指

定したものを提出（約款第２９条） 

P.166 ＜知的財産権の取得等に関する報告一覧＞ 

ＮＥＤＯと委託先が協議の上、ＮＥＤＯが指定

した技術情報を提出（約款第２９条） 
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変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

Ⅷ . その他経費に

ついて 

６．その他（諸経費） 

（５）「国民との科学・

技術対話」に係る費

用（アウトリーチ活動

費） 

P.110 アウトリーチ活動費は、経費の内容に応

じて該当する費目（消耗品費、旅費、借

料等）にそれぞれ計上してください。 

①パネル作成料、展示会出展料、セミナ

ーに係る会場費、本活動に係る旅費等を

計上することができます。 

 

P.112 アウトリーチ活動費は、経費の内容に応じて該

当する費目（消耗品費、旅費、借料、労務費

等）にそれぞれ計上してください。発表・講演

に委託事業の研究開発に関する内容が含ま

れる場合に限ります。 

①パネル作成料、展示会出展料、セミナーに

係る会場費、本活動に係る旅費等を計上する

ことができます。また、小・中・高等学校におけ

る特別授業や出前講座（オンラインも含む）、

研究成果を中高生等が理解しやすいコンテン

ツとしてＳＮＳ等での配信、これらに要する費用

も計上することができます。ただし講演先等か

ら講演料・謝金等や旅費・交通費等の支給が

有る場合には計上できません。 

 

ⅩⅠ. 検査 

２．検査の種類 

（２）確定検査 

 

P.127 ア．実施時期： 

実績報告書提出後速やかに 

 

P.129 ア．実施時期： 

３月末に終了する事業は７月以降、 

期中に終了する事業は実績報告書提出後速

やかに 

 

ⅩⅠ. 検査 

６．自主点検の実施 

 

P.132 

P.133 

自主点検リスト P.134 

P.135 
＜変更＞ 

ⅩⅠ. 検査 

７．ファイリング 

P.134 （２）人件費は、以下の順に整理してくだ

さい（原則、時系列的に見て早い順に上

から綴じてください。） 

（３）人件費以外の経費は、「見積仕様

書、見積書、発注書、納品書、検収書、

請求書、領収書」の原紙（またはコピー）

を順に整理してください（時系列的に見

て早い順に上から綴じてください）。 

P.136 （２）人件費は、以下の順に整理してください

（原則、時系列的に見て早い順に上から綴じ

てください。） 

（３）人件費以外の経費は、「見積仕様書、見

積書、発注書、納品書、検収書、請求書、領

収書」の原紙（またはコピー）を順に整理してく

ださい（原則、時系列的に見て早い順に上から

綴じてください）。 

ⅩⅠ. 検査 

９．経費発生額と証

拠書類の確認 

②物品費 

P.138 ・消耗品の検収は、規程等に基づき適切

な者（研究室以外の第三者等）が行って

いるか。 

P.140 ・物品（購入品）の検収にあたっては、規程等

に基づき内部牽制が実効的に働く運用が行わ

れているか（例：発注者（発注部門）以外による

検収や複数者による検収等）。 

 

ⅩⅠ. 検査 

９．経費発生額と証

拠書類の確認 

⑦間接経費 

P.138 ・間接経費率が事業者の種別等に応じ

た率を上限とする値となっているか。大

学・国立研究開発法人等に加算された

間接経費分について研究者等に配分が

あったか。 

P.140 ・間接経費率が事業者の種別等に応じた率を

上限とする値となっているか。2021年度以前の

既存契約では、大学・国立研究開発法人等に

加算された間接経費分について研究者等に

配分があったか。 

 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（１）手続の概略 

P.147 PMS にて｢概算払計画｣を提出 

（または｢概算払申込書｣を提出） 

P.149 ＜削除＞ 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（２）概算払に必要

な書類一覧表 

 

P.147 【備考】従来と異なる振込口座を指定す

る場合（新規含む）は提出。過去に振込

実績があれば不要。 

P.149 【備考】当該事業の初回請求の場合及び 2 回

目以降で前回請求時と異なる振込口座を指定

する場合は提出。2 回目以降で前回請求時と

同一の口座の場合は不要。 
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変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（３）運営費交付金

を財源とする事業の

手続き 

P.148 ②（略）。また、概算払計画（または概算

払申込書）の提出の際には、プロジェクト

担当部の求めに応じて執行状況および

必要額の報告もあわせて行ってくださ

い。 

③（略）、不必要に過大な請求とならない

よう概算払申込・請求をしてください。 

④（略）。資金需要に応じて、概算払申込

み時にプロジェクト担当部と協議した上

で、上限値を超過することも可能です。 

 

P.150 ②（略）。また、概算払の請求の際には、プロジ

ェクト担当部の求めに応じて執行状況の報告

もあわせて行ってください。 

 

 

③（略）、不必要に過大な請求とならないよう概

算払の請求をしてください。 

 

④（略）。資金需要に応じて、概算払請求前に

プロジェクト担当部と協議した上で、上限値を

超過することも可能です。 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（３）運営費交付金

を財源とする事業の

手続き 

P.148 ⑤各支払月の前月下旬（第１回であれば

４月下旬）までに、ＰＭＳにて「概算払計

画」（または「概算払申込書」）を提出して

ください。申込額をＮＥＤＯの資金計画に

反映します。 

 ＜削除＞ 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（４）補助金を財源と

する事業の手続き 

P.149 ③支払時期の 2 カ月前迄に、「概算払計

画書」（または「概算払申込書」）を提出し

てください。 

 ＜削除＞ 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

４．支払請求書提出

の際の留意点 

 

P.150 （１）第１回目請求時までに「振込指定口

座番号登録申請書」を提出してください。 

P.152 （１）当該事業の初回請求時までに「振込指定

口座番号登録申請書」を提出してください。 

ⅩⅢ. 研究開発資

産・知的財産権に

ついて 

１．研究開発資産の

取り扱い 

 

P.160 ※所有権がＮＥＤＯに帰属するものの例 

 ・ＮＥＤＯ委託業務で企業等が取得した

資産（大学に設置されているものを含

む）。 

P.162 ※所有権がＮＥＤＯに帰属するものの例 

 ・ＮＥＤＯ委託業務で企業等が取得した資産

（大学に設置されているものを含む）。  

  委託／補助・助成 業務 Ｑ＆Ａ Ｑ１１－７

を参照ください。 

ⅩⅢ. 研究開発資

産・知的財産権に

ついて 

３．知的財産権につ

いて（２）移転または

専用実施権設定・

移転の承諾の際の

事前承認 

 

P.162 ＜追加＞ P.164 また、当該知的財産権について専用実施権等

の設定又は移転の承諾をする場合にも、以下

の場合を除き、事前にＮＥＤＯの承認が必要に

なります。（約款第３１条の３第２項）。 

 

ⅩⅢ. 研究開発資

産・知的財産権に

ついて 

３．知的財産権につ

いて 

 

P.163 （７）ＰＭＳ知財機能の利用方法 

（略）（（ i）知的財産権帰属届出書のみ

「業務の流れ」のアイコンから提出しま

す）。 

 

P.165 （７）ＰＭＳ知財機能の利用方法 

（略）（（i）知的財産権帰属届出書のみ「文書一

覧」のアイコンから提出します）。 

 

ⅩⅢ. 研究開発資

産・知的財産権に

ついて 

７．知的財産権につ

いて 

 

P.164 ＜知的財産権の取得等に関する報告一

覧＞ 

ＮＥＤＯと委託先が協議の上ＮＥＤＯが指

定したものを提出（約款第２９条） 

P.166 ＜知的財産権の取得等に関する報告一覧＞ 

ＮＥＤＯと委託先が協議の上、ＮＥＤＯが指定

した技術情報を提出（約款第２９条） 
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変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

Ⅷ . その他経費に

ついて 

６．その他（諸経費） 

（５）「国民との科学・

技術対話」に係る費

用（アウトリーチ活動

費） 

P.110 アウトリーチ活動費は、経費の内容に応

じて該当する費目（消耗品費、旅費、借

料等）にそれぞれ計上してください。 

①パネル作成料、展示会出展料、セミナ

ーに係る会場費、本活動に係る旅費等を

計上することができます。 

 

P.112 アウトリーチ活動費は、経費の内容に応じて該

当する費目（消耗品費、旅費、借料、労務費

等）にそれぞれ計上してください。発表・講演

に委託事業の研究開発に関する内容が含ま

れる場合に限ります。 

①パネル作成料、展示会出展料、セミナーに

係る会場費、本活動に係る旅費等を計上する

ことができます。また、小・中・高等学校におけ

る特別授業や出前講座（オンラインも含む）、

研究成果を中高生等が理解しやすいコンテン

ツとしてＳＮＳ等での配信、これらに要する費用

も計上することができます。ただし講演先等か

ら講演料・謝金等や旅費・交通費等の支給が

有る場合には計上できません。 

 

ⅩⅠ. 検査 

２．検査の種類 

（２）確定検査 

 

P.127 ア．実施時期： 

実績報告書提出後速やかに 

 

P.129 ア．実施時期： 

３月末に終了する事業は７月以降、 

期中に終了する事業は実績報告書提出後速

やかに 

 

ⅩⅠ. 検査 

６．自主点検の実施 

 

P.132 

P.133 

自主点検リスト P.134 

P.135 
＜変更＞ 

ⅩⅠ. 検査 

７．ファイリング 

P.134 （２）人件費は、以下の順に整理してくだ

さい（原則、時系列的に見て早い順に上

から綴じてください。） 

（３）人件費以外の経費は、「見積仕様

書、見積書、発注書、納品書、検収書、

請求書、領収書」の原紙（またはコピー）

を順に整理してください（時系列的に見

て早い順に上から綴じてください）。 

P.136 （２）人件費は、以下の順に整理してください

（原則、時系列的に見て早い順に上から綴じ

てください。） 

（３）人件費以外の経費は、「見積仕様書、見

積書、発注書、納品書、検収書、請求書、領

収書」の原紙（またはコピー）を順に整理してく

ださい（原則、時系列的に見て早い順に上から

綴じてください）。 

ⅩⅠ. 検査 

９．経費発生額と証

拠書類の確認 

②物品費 

P.138 ・消耗品の検収は、規程等に基づき適切

な者（研究室以外の第三者等）が行って

いるか。 

P.140 ・物品（購入品）の検収にあたっては、規程等

に基づき内部牽制が実効的に働く運用が行わ

れているか（例：発注者（発注部門）以外による

検収や複数者による検収等）。 

 

ⅩⅠ. 検査 

９．経費発生額と証

拠書類の確認 

⑦間接経費 

P.138 ・間接経費率が事業者の種別等に応じ

た率を上限とする値となっているか。大

学・国立研究開発法人等に加算された

間接経費分について研究者等に配分が

あったか。 

P.140 ・間接経費率が事業者の種別等に応じた率を

上限とする値となっているか。2021年度以前の

既存契約では、大学・国立研究開発法人等に

加算された間接経費分について研究者等に

配分があったか。 

 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（１）手続の概略 

P.147 PMS にて｢概算払計画｣を提出 

（または｢概算払申込書｣を提出） 

P.149 ＜削除＞ 

ⅩⅡ. 委託費の支

払 

２．概算払手続 

（２）概算払に必要

な書類一覧表 

 

P.147 【備考】従来と異なる振込口座を指定す

る場合（新規含む）は提出。過去に振込

実績があれば不要。 

P.149 【備考】当該事業の初回請求の場合及び 2 回

目以降で前回請求時と異なる振込口座を指定

する場合は提出。2 回目以降で前回請求時と

同一の口座の場合は不要。 
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変更項目 
変更前 変更後 

対象頁 （２０２２年度版） 対象頁 （２０２３年度版） 

ⅩⅣ. 成果報告と

研究成果の発信 

１．中間年報および

成果報告書 

 

P.166 委託先は公開用の成果報告書を作成し

委託業務の完了した日の翌日から６１日

以内にＮＥＤＯに提出してください。 

P.168 委託先は公開用の成果報告書を作成し委託

業務の完了した日の翌日から６１日以内、調査

事業は委託期間内にＮＥＤＯに提出してくださ

い。 

ⅩⅤ. プロジェクト

マネジメントシステ

ムの概要とユーザ

ー登録 

１． ＮＥＤＯプロジ

ェクトマネジメントシ

ステムの概要 

P.172 １．ＮＥＤＯプロジェクトマネジメントシステ

ムの概要 

 

＜変更＞ 

 

P.174 １．ＮＥＤＯプロジェクトマネジメントシステムの

概要 

（略） 

（１）本システムの利用について 

（略） 

（２）本システムで実施する各種申請、届出等

について 

（略） 

 

ⅩⅤ. プロジェクト

マネジメントシステ

ムの概要とユーザ

ー登録 

２． 本システムの利

用開始 

 

P.173 よって、NEDO-PMS 利用申請書の契 

約等事務管理者には、必ず業務管理者

（委託事業）もしくは主任研究者（助成事

業）を登録してください。 

P.175 よって、ＮＥＤＯプロジェクトマネジメントシステ

ム利用申請書の契約等事務管理者において、

委託事業では必ず業務管理者（研究開発責

任者）を登録してください。 

ⅩⅤ. プロジェクト

マネジメントシステ

ムの概要とユーザ

ー登録 

２． 本システムの利

用開始 

 

P.174 ＜追加＞ P.176 ※３ 契約等事務管理者の変更時も、NEDO

からプロジェクトマネジメントシステム利用開始

案内メールを受信後、同手順で「システム利用

申請書」を提出し手続きしてください。 

ⅩⅤ. プロジェクト

マネジメントシステ

ムの概要とユーザ

ー登録 

６． お問い合わせ

先、マニュアル 

 

P.189 ＜追加＞ P.191 （１）メールでのお問い合わせ 

 ヘルプデスクとして、以下のメールアドレスに

てお問い合わせを受け付けています。 

E-mail：nedopms@ml.nedo.go.jp 

（略） 
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＜＜ホホーームムペペーージジ掲掲載載案案内内・・おお問問いい合合わわせせ先先＞＞  

 

 

委託・助成事業についてのお知らせは、随時、ＮＥＤＯホームページに掲載しており 

ますので、次の手順でご覧ください。 

 

ＮＥＤＯホームページ（https://www.nedo.go.jp/）へアクセスします。 

↓ 

  委託・助成事業者の方へ 

「委託事業の手続き」「補助・助成事業の手続き」のタイトルに下記リンクがあります。 

 

 
○➜  お知らせ一覧 

→各種お知らせを見ることができます。 

○➜  マニュアル・資料 

→各種マニュアル、Q&Aや事業者説明会資料等へのリンクがあります。 

○➜  約款・様式 

→業務委託契約約款および各種様式へのリンクがあります。 

 

 
○➜  お知らせ一覧 

→各種お知らせを見ることができます。 

○➜  マニュアル 

→各種マニュアル、Q&Aや課題設定型産業技術開発費助成事業の各種様式への

リンクがあります。 

☆本マニュアルについて、ご質問・ご意見がありましたら、こちらまでお寄せください。 

e-mail helpdesk@ml.nedo.go.jp 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 

リスク管理統括部 

  〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０  ミューザ川崎セントラルタワー１６Ｆ 

           ＴＥＬ：０４４－５２０－５１３０ ＦＡＸ：０４４－５２０－５１３３ 




